
 京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２９年３月３１日 

京都市教育委員会 

教育長 在田正秀 

京都市教育委員会規則第１６号 

   京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 京都市教職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第２１条第３項を次のように改める。 

３ 教職員条例第５条において読み替えて準用する京都市職員給与条例第４条第１項に規

定する別に定める日を起算日とする１年間は，昇給日の属する年の前々年の４月１日

から昇給日の属する年の前年の３月３１日までの１年間とする。 

 第２３条第１項各号列記以外の部分中「単身赴任手当」の右に「，特殊勤務手当（特異

性手当を除く。以下この項において同じ。）」を加え，同項第２号中「単身赴任手当」の右

に「，特殊勤務手当」を加える。 

 第２６条後段中「第４９条本文」を「第４９条」と，「管理職手当」とあるのは「管理

職手当（同条ただし書により加算されたもののうち，別に定めるものを除く。）」に改める。 

 第５０条前段中「前条本文に規定する支給額に係るものに限る」を「前条ただし書によ

り加算されたもののうち，別に定めるものを除く」に改める。 

 第５３条第２項を削り，同条第３項第１号中「育児休業法第２条により育児休業」を

「自己啓発等休業等」に改め，同項第４号中「期間（」の右に「教職員条例第３３条第１

項第１号に掲げる休職の期間及び」を加え，同項を同条第２項とし，同条第４項を削る。 

 第５４条第３項第４号中「定時制通信教育手当を支給される教育職員で，前号に掲げる

教育職員以外のもの」を「前号に掲げる者以外のもので，定時制通信教育手当」に改める。 

 第５５条第２項第３号中「別表第４ の項右欄ただし書による病気休務」を「別表第４

 の項に掲げる事由により職務に専念する義務の免除」に改める。 

 第５８条後段中「京都市職員給与条例第」を「京都市職員給与条例」に改める。 

 附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に次の２項を

加える。 

（府条例等の適用を受けていた教職員の職務の級及び号給） 

２ この規則の規定にかかわらず，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前



日において，職員の給与等に関する条例（昭和３１年京都府条例第２８号）又は京都

市教職員の給与等に関する条例（以下「府条例等」という。）の適用を受けていた教職

員（以下「切替教職員」という。）の施行日における職務の級及び号給は，施行日の前

日における当該切替教職員の府条例等に基づく職務の級及び号給並びにそれらに対応

する給料月額との均衡を考慮して決定するものとする。 

（経過措置） 

３ 施行日の前日において，職員の給与，勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規

則（平成２２年京都府人事委員会規則１０６－６９８）附則第６項に規定する経過措

置基準額の支給を受けていた切替教職員であって，施行日の前日から引き続き当該支

給の基礎となる学校に勤務するものについては，当該経過措置基準額と同一の額を支

給する。 
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 別表第７ １ ３級の項中「第２条第２項」を「教職員条例別表第１の備考」に改め，

同表２ ３級の項中「第２条第４項」を「教職員条例別表第２の備考」に改める。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 
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